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衆
議
院
議
員
山
田
敏
雅
君
提
出
広
島
大
学
附
属
福
山
中
学
校
の
入
試
に
お
け
る
第
二
次
試
験
（
抽
選
）
の
制
度
の
廃
止

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

国
立
大
学
又
は
国
立
大
学
の
学
部
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
学
校
（
以
下
「
附
属
学
校
」
と
い
う
。
）
は
、
通
常
の
学
校
と

し
て
の
教
育
を
行
う
ほ
か
、
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ

り
、
「
そ
の
附
属
学
校
が
附
属
す
る
国
立
大
学
又
は
学
部
に
お
け
る
児
童
、
生
徒
又
は
幼
児
の
教
育
又
は
保
育
に
関
す
る
研
究

に
協
力
し
、
及
び
当
該
国
立
大
学
又
は
学
部
の
計
画
に
従
い
学
生
の
教
育
実
習
の
実
施
に
当
た
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
六
日
の
教
育
職
員
養
成
審
議
会
の
「
国
立
の
教
員
養
成
大
学
・
学
部
の
附
属
学
校
の
あ
り

方
に
つ
い
て
（
建
議
）
」
に
お
い
て
は
、
附
属
学
校
の
「
普
通
学
級
は
、
教
育
研
究
お
よ
び
教
育
実
習
の
い
ず
れ
の
観
点
か
ら

も
、
教
育
上
特
別
の
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
児
童
・
生
徒
を
除
き
、
で
き
る
限
り
素
質
・
能
力
や
家
庭
環
境
等
が
多
様
な
児

童
・
生
徒
を
も
っ
て
編
制
す
る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
」
り
、
そ
の
「
入
学
者
選
抜
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
素
質
・
能
力

等
の
関
係
で
教
育
上
特
別
な
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
児
童
・
生
徒
を
除
く
た
め
の
テ
ス
ト
、
面
接
等
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
、

な
お
志
願
者
が
定
員
を
上
回
る
場
合
に
は
、
抽
せ
ん
に
よ
っ
て
合
否
を
決
定
す
る
」
も
の
と
さ
れ
た
。

文
部
科
学
省
は
、
こ
の
建
議
の
趣
旨
に
沿
っ
て
入
学
者
選
抜
が
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
し
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
、
各
附
属
学

一



校
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
て
入
学
者
の
選
抜
方
法
を
決
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
在
、
御
指
摘
の
広
島
大
学
附
属
福
山
中
学
校
を

含
め
、
国
立
大
学
又
は
国
立
大
学
の
学
部
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
中
学
校
の
ほ
と
ん
ど
が
、
テ
ス
ト
、
面
接
等
と
抽
選

の
組
合
せ
に
よ
り
入
学
者
選
抜
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
選
抜
方
法
は
、
右
に
述
べ
た
附
属
学
校
の
役
割
等
に
合
致
し
た

適
切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
附
属
学
校
の
入
学
者
選
抜
方
法
に
つ
い
て
は
募
集
要
項
等
に
お
い
て
事
前
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
小
学
校
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者
や
そ
の
保
護
者
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
進
学
先
と
し
て
入
学
者
選
抜
方
法
が
異
な
る
国
・
公
・
私
立
の
い
ず

れ
か
の
中
学
校
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
選
抜
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
、
児
童
の

権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
六
年
条
約
第
二
号
）
第
三
条
の
規
定
又
は
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


